
教育委員会と連携した学校事務の共同実施による
教職員の負担軽減の取り組み

鳥 取 県 倉 吉 市

人 口 : 49,332(2014年9月末)

小 学 生 : 2,519(5月1日学校基本調査)

中 学 生 : 1,286(5月1日学校基本調査)

小 学 校 数 : 14(+分校1)

中 学 校 数 : 5

小学校教職員数 : 307(5月1日学校基本調査)

中学校教職員数 : 144(5月1日学校基本調査)



倉吉市共同実施の概要

倉吉市学校事務の共同実施要項

倉吉市教育委員会

１ 目 的

（１）学校教育の多様化や特色ある学校づくりなどに対応し、きめ細やかな教育を推進するため

の学校運営に寄与する事務を実施する。

（２）学校の自主性・自律性の確立、学校評価、情報公開などの学校事務領域の拡大に対応する

事務を実施する。

（３）情報交換、相互支援、集中処理により正確で質の高い事務を実施する。

（４）事務職員の研修や緊急時の対応等を組織的に行うことによって事務部門の強化を図る。

（５）学校事務を共同実施で効果的に行うことにより、教員が児童生徒と触れ合う時間を確保する。

２ 組織編成

（１）共同実施の単位は中学校区を基本とし、倉吉市内すべての小中学校を対象とする。

（２）同一中学校区の小中学校に勤務する事務職員で「共同実施組織」を構成する。

① 要項



② 組織図 倉吉市教育委員会学校事務共同実施連絡協議会
（協議会委員）
倉吉市教育委員会教育長、各校区共同実施総括者、各校区共同実施責
任者、小中学校長会長、倉吉市教育委員会担当課長及び担当者（学校
教育課、教育総務課）、県教育委員会担当者

共同実施責任者会

【東中校区協議会】
連携校

上灘小 成徳小
灘手小 東中

総括者
東中学校長

共同実施責任者
東中事務主幹

責任者補佐
成徳小事務副主幹

共同実施担当者
連携校事務職員

共同実施推進協力者
連携校校長、教頭

共 同 実 施 連 絡 会
業 務 グ ル ー プ ・ W e b ペ ー ジ 運 営 委 員 会

【河北中校区協議会】
連携校

西郷小 河北小
上北条小 河北中

総括者
河北中学校長

共同実施責任者
河北中事務主幹

責任者補佐
上北条小事務副主幹

共同実施担当者
連携校事務職員

共同実施推進協力者
連携校校長、教頭

【西中校区協議会】
連携校

明倫小 小鴨小
上小鴨小 西中

総括者
西中学校長

共同実施責任者
西中事務主幹

責任者補佐
小鴨小事務副主幹

共同実施担当者
連携校事務職員

共同実施推進協力者
連携校校長、教頭

【久米中校区協議会】
連携校

北谷小 高城小
社小 久米中

総括者
久米中学校長

共同実施責任者
久米中事務主幹

責任者補佐
社小事務副主幹

共同実施担当者
連携校事務職員

共同実施推進協力者
連携校校長、教頭

【鴨川中校区協議会】
連携校

関金小 山守小
鴨川中

総括者
関金小学校長

共同実施責任者
関金小事務主幹

責任者補佐
鴨川中事務主事

共同実施担当者
連携校事務職員

共同実施推進協力者
連携校校長、教頭

＊協議会長



③ 今年度の取り組み計画

【目的】

１ 学校教育の多様化や特色ある学校づくりなどに対応し、きめ細やかな教育を推進するための学校運営に寄与す
る事務を実施する。

２ 学校の自主性・自律性の確立、学校評価、情報公開などの学校事務領域の拡大に対応する事務を実施する。
３ 情報交換、相互支援、集中処理により正確で質の高い事務を実施する。
４ 事務職員の研修や緊急時の対応等を組織的に行うことによって事務部門の強化を図る。
５ 学校事務を共同実施で効果的に行うことにより、教員が児童生徒と触れ合う時間を確保する。

平成２６年度 倉吉市学校事務共同実施の取り組み計画（市全体）

【目標と具体的な取り組み】

１ 学校運営に参画し、教育活動支援を図る。
・教育活動支援（修学旅行・校外学習実施の支援、教材整備など）
・学校間・地域連携支援
・Webページの管理・運営と活用

２ 教職員の事務処理負担を軽減するため、学校の事務処理体制の標準化を図る。
・事務処理に係わる校内体制の整備（市費外会計、文書管理）
・事務処理ファイルの定着

３ 市教委と連携し、事務処理体制の整備を図る。



④ 共同実施組織の役割

協 働 ・ 連 携

支援・調整 企画・調整

支 援

共同実施

倉吉市
教育委員会

学 校



倉吉市共同実施が考える
教職員負担軽減とは

２ 事務処理の標準化による業務改善

４ 校内事務処理体制の整備と定着

３ 事務処理の精神的負担軽減

１ 児童生徒と触れ合う時間の確保



教職員負担軽減の取り組み例①
（主に事務職員対象）

１ 学校予算管理システムファイル

２ 会計（ＰＴＡ会計）管理システムファイル

３ 契約事務処理ファイル（学校指定物品）参考様式集

４ 遠距離通学費補助金支給事務様式集

５ 学校徴収金会計取扱パンフレット

６ 児童生徒異動処理システムファイル

７ 準要保護就学援助様式シート（認定・支給関係）

８ 倉吉市生活保護に係る事務処理要領

９ 「学校支援ボランティア事業」業務の流れ及び様式集

10  学校における個人情報取扱ガイド

事務処理の
標準化

効率化



教職員負担軽減の取り組み例②
（主に教員対象）

１ 旅行伺書兼自家用車公務使用許可書の様式システムファイル

２ 自家用車登録申請書の様式ファイル

３ 児童生徒名簿システムファイル

４ 中学校学年会計システムファイル

５ 小学校学年会計システムファイル

６ 小学校教材・学級会計システムファイル

７ 中学校会計システムマニュアル作成

８ 小学校教材・学級会計マニュアル作成

９ 備品管理（教材備品・庁用備品）システムファイル

10  文書分類表
とまどいの

軽減

事務処理の
軽減

効率化



取り組み：その１
学籍情報の一括管理：児童生徒名簿による指導要録作成

＊１年１組４番を選択す
ると、その生徒のデータ
が反映され、自動的に
指導要録が作成される。 学籍の部作成



取り組み：その２－①

文書管理：文書分類表

平成２１年４月
実 施



取り組み：その２ｰ② 文書管理：文書取扱要領

倉吉市立小学校及び中学校文書取扱要領
倉吉市教育委員会

第 １ 章 総 則
（目的）

第１条 この要領は、倉吉市立小学校及び中学校管理規則（昭和４３年
倉吉市教育委員会規則第３号）第３５条の規程に基づき、倉吉市
立小学校及び中学校（以下「学校」という。）における文書の取扱
いに関し必要な事項を定め、文書の性格かつ迅速な処理及び保
存を図るとともに情報公開に対応することを目的とする。

（定義）
第２条 この要領において「文書」とは、職員が職務上作成し、または取得

する書面、図表、地図、写真及び電磁的記録をいう。
２ この要領において「電子文書」とは、電子メールその他電器通信回

線を用いて送られる電磁的記録を受信し、または記録媒体を受領
するものをいう。

（職員の責務）
第３条 職員は、文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなくては

第 ２ 章 文書の処理
（文書の受付）

第８条 学校に到着した文書は、次の各号に掲げる文書について当該各号
の定めるところにより速やかに処理しなければならない。

（１）閲覧に供する文書 余白に受付印（様式第１号）及び供覧印を押し、
受文書件名簿に必要事項を記載し、供覧すること。ただし、軽易な文
書、刊行物、広告等は、受文書件名簿への記載を省略することができる。

（２）会議その他により、文書取扱主任を経ずに直接収受した文書のうち
学校運営上必要な文書 直ちに文書取扱主任に回付すること。

（３）親展、書留等の表示のある文書 開封せず、宛名人に配付すること。
（親展文書の取扱い）

第９条 親展文書を受領した者は、その文書が公文書であった場合は、文書
取扱主任に返付しなければならない。

（分類）
第10条 受付文書の分類は、別に定める倉吉市立小・中学校文書分類表

（以下「文書分類表」という。）により行うものとする。

平成２６年４月
施 行



１ いつでも、誰でも

２ どの学校でも

３ どこに綴じるのか

４ 紛失しない

取り組み：その２－③
文書管理：文書簿冊



課 題

適正な処理

説 明 責 任

会計の負担感

取扱要領

会計システム

ファイル

学校徴収金
会計の

透 明 化

体制づくり

取り組み：その３－①
学校徴収金会計支援：倉吉市の学校がめざす体制



取り組み：その３－②
学校徴収金会計支援：取扱要領の整備

倉吉市立小・中学校における市費外会計等取扱要領

倉吉市教育委員会

（目的）

第１条 この要領は、倉吉市立小・中学校（以下「学校」という。）における市費以外会計及び指定物品の

取扱 い（以下「市費外会計等」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。

（対象とする市費外会計等）

第２条 この要領において「市費外会計等」とは、学校を管理運営していく上で必要な経費のうち市費以

外で負担すべき経費にかかるものとし、その区分は次に掲げるとおりとする。（別表１を参照）

（１） 市費外会計

ア 学校徴収金会計（学校が教育活動を行うために所掌し、教職員が校務運営上関係する会計

をいい、例として次に示すとおりとする。）

・学年（学級）会計

・教材費、実習等会計

平成２５年４月
施 行


